
　平成 26 年 4 月から消費税が８% へ引き上げられたことに対し、所得の低い方や子育て世帯への
負担の影響を緩和するために、暫定的に臨時的な措置として、平成 27 年度も引き続き、「子育て
世帯臨時特例給付金」および「臨時福祉給付金」が支給されます。
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　町や厚生労働省などが世帯構成や銀行口座
などの個人情報を電話でお聞きしたりＡＴＭ

（銀行・コンビニなどの現金自動支払機）の
操作をお願いしたりすることは絶対にありま
せん。ご自宅や職場などに不審な電話がか
かってきた場合は迷わず、役場健康福祉課や
最寄の警察署（または警察相談専用電話＃
９１１０）にご連絡ください。

　児童手当を受給している方は、毎年６月に「現況届」の提出が義務付けられています。これは、受給
者が手当を引き続き受けることができる要件（健康保険の加入状況や児童の扶養状況等）を満たしてい
るか確認するためのものです。
　現況届の提出がない場合は、６月分以降の手当が受けられなくなります。
　現況届の受け付けは、次の日程で行いますので必要書類をよく確認し、役場健康福祉課まで提出してください。
○受付日時　６月23日㊋～26日㊎、28日㊐　午前９時から午後５時まで（25日㊌は午後７時まで）
　※子育て世帯臨時特例給付金の集中受付日に併せて行います。
○受付場所　役場　第２会議室（役場庁舎内１階）
○提出書類　①現況届（用紙は案内通知に同封しています）
　　　　　　②児童手当受給者の健康保険被保険者証の写し
　　　　　　③その他必要な書類　※詳しくは、現況届の案内通知をご覧ください。
問健康福祉課　☎72-6934

「児童手当現況届」の提出を忘れずに！
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